
2024年4月から、時間外労働の上限「年720時間」の適用により、労使トラブル・訴訟リスクの
表面化が想定されます。 この「2024年問題」における業務への影響、対応策について解説させ
ていただきます！加えて先着3社様には無料相談会も開催致します。

２月17日

2023年

●労働時間削減へのステップ
●上限規制までのスケジュール
●日給者の労務トラブル事例
●働き方改革に対応する就業規則

櫻井 好美 氏

金

建設事業 経営者の皆さまへ

参加ご希望の方は、裏面のURLもしくは二次元コードよりWEBにてお申し込みください

セミナーでお伝えしたいこと

受講方法 来場型セミナー＆Webex によるオンライン配信セミナー

※Webex はCisco社が提供する世界で利用されているWebイベント用システムです。

パソコンやタブレットで参加の方はアプリのダウンロードをせずにご覧いただけます。

会場

講師

札幌千代田ビル11階
(札幌市北区北7条西5丁目5番3号）

(社会保険労務士アスミル
代表 特定社会保険労務士)

定員 ５０名
(１企業で複数参加可能）

10:00-12:00
10:00～11:00セミナー
11:00～個別相談会（各回20分）



代理店・扱者名 担当者名

札幌中央支社 水森 雅紀

TEL メールアドレス

011-728-1314 mizumori-2jm5@ad-ins.jp

＜お問合せ先＞

       について          ナー     で

代理店・扱者名 担当者名

   メールアドレス

＜お問合せ先＞

      また         から      へ ク ス さい

     に   ていただきま たら       て ださい
    に 「         ス」が    ります

    、    用の   が  された  ルが きま たら

      ります

          

＜       ル＞

        業   ト   。        業「  業に
おける労務      」「 定       」の   務 る。 の 、
             問題   問、  業    、   
  業   において、        。

講師  

＜お    のお り いについて＞

   いただきま た   、 いおい                   ・    ・  

 ・     からの    ・   スの   、        ・    に 用させていただ

きますの     ださい。

・        ト の          させていただきます。  された 合    いただ  合 
  います。
・     の  に た ての     「     」に   ます。   の のお  の    の 定 
    が  の  に き 影響いた ます。  が き い 合 「                     ス 
     」                                                                 
                 お いいた ます。

社会  労務   アス ル

       

１  給 の割増賃金 払 てい い。

・        ト の          させていただきます。  された 合    いただ  合   います。

・     の  に た ての     「WEBEX」に   ます。   の のお  のPC  の 
定     が  の  に き 影響いた ます。  が き い 合 「Webex Meetings Suite 
 ス      」https://help.webex.com/ja-jp/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-
System-Requirements     お いいた ます。

２ 除雪作業に    けてい い。

３   の労働時間 1 8時間、1週40時間以  決 てい い

４ 就業初年度の有給休暇が10 付与されてい い

５ 変形労働時間制 導 ・年間休 が105 に達 てい い

①         から申込フォームへアクセスまた 、同封の申込書を
記載後、FAXにてご送付 ださい。
②     に   ていただきま たら       て ださい

    に 「e-mail    ス」が    ります
③    、    用のURLが  された  ルが きま たら      ります

上 に１つ   て まる 合、労務問題  る 合が  います。
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